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実技試験（個人資産相談業務）解答 
 

【第１問】 

問１ 正解 
 

 ① ② ③ ④ 

記号 へ ニ ロ リ 
 

Ⅰ 「Ａさんが現時点において死亡した場合、妻Ｂさんに対して遺族基礎年金および遺族

厚生年金が支給されます。遺族基礎年金を受けられる遺族の範囲は、死亡した被保険者

によって生計を維持されていた『子のある（① 配偶者）』または『子』です。『子』と

は、18歳到達年度の末日までの間にあるか、20歳未満で障害等級１級または２級に該当

する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していない子を指します。妻Ｂさんが受給する

ことができる遺族基礎年金の額は（② 1,231,500）円（2020年度価額）となり、長女

Ｃさんの18歳到達年度の末日終了後は（③ 1,006,600）円（2020年度価額）となりま

す」 

Ⅱ 「遺族厚生年金の額は、Ａさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した

老齢厚生年金の報酬比例部分の額の（④ ４分の３）相当額になります。ただし、その

計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないときは、300月とみなして年金

額が計算されます」 
 

＜解説＞ 

① 遺族基礎年金は国民年金の被保険者等であった人が、受給要件を満たしている場合に、

死亡した被保険者等によって生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』が

受け取ることができる。 

② 妻Ｂさんが受給することができる遺族基礎年金の額は、1,231,500円である。 

 2020年度価格の遺族基礎年金額は、「781,700円＋子の加算」の算式にて求める。子の

加算は、第１子・第２子：各224,900円、第３子以降：各75,000円となっている。Ａさ

んの遺族基礎年金の対象となる子は、２人である。 

 781,700円＋224,900円＋224,900円＝1,231,500円 

③ 長女Ｃさんの18歳到達年度末日以後は、224,900円分少ない1,006,600円となる。 

 781,700円＋224,900円＝1,006,600円 

④ 遺族厚生年金の額は、Ａさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老

齢厚生年金の報酬比例部分の額の４分の３相当額となる。 
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問２ 正解 485,122（円） 

＜解説＞ 

 遺族厚生年金額は、2003年３月以前の期間分と2003年４月１日以後の期間分をそれぞれ

算出し、その合計額の４分の３相当額となる。また、Ａさんの厚生年金保険の被保険者期

間は、261月（48月＋213月）であることから、被保険者期間が300月未満のため300月とみ

なして年金額を算出する。 

 （280,000円×
7.125

1，000
×48月＋400,000円×

5.481

1，000
×213月）×

300月

48月＋213月
×
３

４
 

＝485,121.72…≒485,122円 

 

問３ 正解  
 

 ① ② ③ 

○×の判定 × ○ ○ 
 

＜解説＞ 

① 妻Ｂさんが厚生年金保険の被保険者として働き、65歳以降に老齢厚生年金を受け取る

場合、老齢厚生年金が優先的に支給され、遺族厚生年金の額のうち、老齢厚生年金に相

当する額は支給停止になる。遺族厚生年金の額と妻Ｂさんの老齢厚生年金の額を比較し、

老齢厚生年金の方が少額の場合には、その差額が遺族厚生年金として支給される。問題

文は65歳～69歳の在職老齢年金に関する説明であり、不適切。 

② 遺族基礎年金は子のいない配偶者、また子がいてもその子が18歳の誕生日の属する年

度末まで、または20歳（１級・２級の障害の子）に達すれば支給されなくなるが、夫が

死亡した当時、40歳以上で子のない妻（夫の死亡後40歳に達した当時、子がいた妻も含

む）が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算が加算

される。 

③ 遺族基礎年金および遺族厚生年金の年金額は、所得税法上、非課税所得となっている。

また、相続税も課税されない。 
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【第２問】 

問４ 正解 ① Ｘ社：10.18（％） Ｙ社：8.33（％）  

② Ｘ社：11.16（倍） Ｙ社：13.54（倍） 

＜解説＞ 

① ＲＯＥは自己資本利益率ともいい、企業の自己資本に対する当期純利益の割合を示し

ている。本問では、自己資本の金額と純資産の金額は同じだと記述があるため、純資産

を用いて算出する。 

ＲＯＥ（自己資本利益率）＝当期純利益÷自己資本×100 

Ｘ社：56,000百万円÷550,000百万円×100＝10.181…≒10.18％ 

Ｙ社：20,000百万円÷240,000百万円×100＝8.333…≒8.33％ 

② ＰＥＲは株価収益率ともいい、株価が１株当たり当期純利益※の何倍になっているか

を示している。 

※１株当たり当期純利益＝当期純利益÷発行済株式数 

  Ｘ社：56,000百万円÷５億株（500百万株）＝112円 

Ｙ社：20,000百万円÷２億株（200百万株）＝100円 

 ＰＥＲ（株価収益率）＝株価÷１株当たり当期純利益※ 

 Ｘ社：1,250円÷112円＝11.160…≒11.16倍 

  Ｙ社：1,354円÷100円＝13.54倍 
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問５ 正解 
 

 ① ② ③ 

○×の判定 × × ○ 
 

＜解説＞ 

① ＰＢＲは株価純資産倍率ともいい、株価が１株当たり純資産※の何倍になっているか

を示している。 

下記の通り、Ｘ社、およびＹ社のＰＢＲはいずれも１倍を上回っている。 

 ＰＢＲ（株価純資産倍率）＝株価÷１株当たり純資産※ 

 Ｘ社：1,250円÷1,100円＝1.136…≒1.14倍 

 ※１株当たり純資産＝550,000百万円÷５億株（500百万株）＝1,100円 

 Ｙ社：1,354円÷1,200円＝1.283…≒1.13倍 

 １株当たり純資産＝240,000 百万円÷２億株（200百万株）＝1,200円 

② 配当利回りは、株価に対する年間配当金の割合を示す指標で、一株当たりの年間配当

金を株価で割って求める。 

 Ｙ社株式の配当利回りは、3.70％である。 

配当利回り＝１株当たり配当金÷株価×100 

 Ｘ社：40円÷1,250円×100＝3.2％ 

 Ｙ社：50円÷1,354円×100＝3.692…≒3.70％ 

 なお、Ｙ社の配当性向は50％である。配当性向とは、当期純利益のうち、配当金をど

の程度支払っているかの割合を示す指標である。 

 配当性向＝配当金総額÷当期純利益×100 

 Ｙ社：10,000百万円÷20,000百万円×100＝50％ 

③ 自己資本比率とは、総資本のうちどの程度が自己資本でまかなわれているかを示す指

標をいい、自己資本を総資本で割って求める。 

 自己資本比率はＹ社の33.33％よりも、Ｘ社の59.78％のほうが高い。 

自己資本比率＝自己資本÷総資本×100 

 Ｘ社：550,000百万円÷920,000百万円×100＝59.782…≒59.78％ 

 Ｙ社：240,000百万円÷720,000百万円×100＝33.333…≒33.33％ 
 

問６ 正解 
 

 ① ② ③ 

○×の判定 ○ ○ × 
 

＜解説＞ 

① ＡさんがＮＩＳＡ口座で上場株式を購入する場合には、一般ＮＩＳＡしか受け入れる

ことができない。 

② 一般ＮＩＳＡとつみたてＮＩＳＡは、同一年中において、併用して新規投資等に利用

することができない。 

③ 一般ＮＩＳＡ勘定に新規で受け入れることができる非課税投資枠が、年間120万円か
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ら102万円に見直されるのは2024年以降である。 
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【第３問】 

問７ 正解 ① 70（万円）  ② 1,850（万円）  ③ 175（万円）  

１．退職所得控除額 

800万円＋（① 70）万円×（35年－20年）＝（② 1,850）万円 

２．退職所得の金額 

（2,200万円－1,850万円）×
１

２
＝（③ 175）万円 

  
＜解説＞ 

① 勤続年数が20年までは１年につき40万円、21年目からは１年につき70万円として計算

を行う。 

② Ａさんの勤続年数は34年９カ月であるため、35年として計算を行う。 

 退職所得控除額：800万円＋70万円×（35年－20年）＝1,850万円  
 

勤続年数 退職所得控除額 

20年以下 40万円×勤続年数 

20年超 800万円＋70万円×（勤続年数－20年） 
 

③ 退職所得の金額  

 退職金の額から退職所得控除額を差し引き、
１

２
を乗じる。 

 （2,200万円－1,850万円）×
１

２
＝175万円  

 

問８ 正解 ① 125（万円）  ② 550（万円） 

＜解説＞ 

① 総所得金額に算入される一時所得の金額 

一時払変額個人年金保険（確定年金）の解約返戻金800万円 

解約返戻金から正味払込保険料を差し引き、特別控除額50万円を控除して一時所得の

金額を求める。 

一時所得の金額 800万円－500万円－50万円＝250万円 

一時所得の金額は、その２分の１を総所得金額に含める。 

総所得金額に算入される一時所得の金額：125万円 

250万円×
１

２
＝125万円 

 

② 総所得金額 

Ａさんの給与収入の金額は750万円。給与収入から給与所得控除額を差し引いて給与

所得の金額を求める。 

・給与所得控除額 750万円×10％＋110万円＝185万円 

 給与所得の金額 750万円－185万円＝565万円 

・不動産所得の赤字150万円には、土地の負債利子10万円が含まれているため、損益通

算できる不動産所得は▲140万円となる。 

給与所得565万円－不動産所得▲140万円＋総所得金額に算入される一時所得125万円

＝550万円 
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問９ 正解 
 

 ① ② ③ 

○×の判定 ○ ○ × 
 

＜解説＞ 

① Ａさんの合計所得金額は550万円であり、妻Ｂさんの合計所得金額が48万円以下であ

るため、配偶者控除の適用を受けることができる。 

妻Ｂさん給与所得：給与収入100万円－給与所得控除額55万円＝45万円 

 配偶者控除の額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額、および控除対象配偶者

の年齢により異なる。Ａさんの合計所得金額は900万円以下であり、妻Ｂさんは53歳で

あるため、配偶者控除の控除額は、38万円となる。 
 

控除を受ける納税者本人の 

合計所得金額 

控除額 

一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者 

 900万円以下 38万円 48万円 

900万円超 950万円以下 26万円 32万円 

950万円超 1,000万円以下 13万円 16万円 
 

② 長女Ｃさんは25歳の大学院生で、かつ2020年の収入がないため、38万円の扶養控除の

適用を受けることができる。 

③ 母Ｄさんは、84歳であり、老人扶養親族に該当する。老人扶養親族とは、控除対象扶

養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいう。老齢基礎年金が60万

円であり、公的年金等控除額を控除すると所得はゼロとなる。Ａさんと同居しているた

め、控除額は58万円である。 
 

区   分 控除額 

一般の控除対象扶養親族 38万円 

特定扶養親族 63万円 

老人扶養親族 
同居老親等以外の者 48万円 

同居老親等 58万円 
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【第４問】 

問10 正解 ① 210（㎡）  ② 600（㎡）  

＜解説＞ 

① 建蔽率の上限となる建築面積 

準防火地域に耐火建築物または準耐火建築物等を建築する際、建蔽率が10％緩和され

る。 

甲土地の指定建蔽率が60％と10％の合計、70％となる。 

300㎡×（60％＋10％）＝210㎡ 

② 容積率の上限となる延べ面積 

甲土地の全面道路の幅員は８ｍであり、12ｍ未満であるため前面道路幅員による容積

率の制限が適用される。 

指定容積率 200％ 

前面道路幅員による容積率の制限 ８ｍ×４/10＝320％ 

∴200％ 

300㎡×200％＝600㎡ 

 

問11 正解 
 

 ① ② ③ 

○×の判定 ○ ○ × 
 

＜解説＞ 

① 記述のとおり。 

② 事業用定期借地権は、専ら事業の用に供する建物（居住の用に供するものを除く）の

所有を目的とし、公正証書によって契約を締結しなければならない。存続期間は10年以

上30年未満と、30年以上50年未満の２種類がある。 

③ Ａさんは事業用定期借地権方式で土地を貸すため、相続税の計算上、甲宅地は貸宅地

として評価される。 
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問12 正解 
 

 ① ② ③ 

○×の判定 × ○ × 
 

＜解説＞ 

① 本特例を受けるための要件の１つに、「相続または遺贈により取得した被相続人居住

用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること」が規定さ

れている。したがって、実家の建物を取り壊して、甲土地を更地にした場合に本特例の

適用を受けることができる。 

② 本特例は、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋、または被相続人居住

用家屋の敷地等を、2016（平成28）年４月１日から2023（令和５）年12月31日までに売

却し、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除す

ることができる。本特例と相続財産を譲渡した場合の取得費の特例（相続税の取得費加

算の特例）とは選択適用となる。 

③ 被相続人居住用家屋等確認書は、売却した資産の所在地を管轄する市区町村長から交

付を受ける。 
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【第５問】 

問13 正解  
 

 ① ② ③ 

記号 ホ ロ チ 
 

Ⅰ 「Ａさんの相続が開始し、相続人が自宅に保管されていたＡさんの自筆証書遺言を発

見した場合、相続人は、遅滞なく、自筆証書遺言を（① 家庭裁判所）に提出して、そ

の検認を請求しなければなりません」 

Ⅱ 「Ａさんが2020年分の所得税および復興特別所得税について確定申告書を提出しなけ

ればならない場合に該当するとき、相続人は、原則として、相続の開始があったことを

知った日の翌日から（② ４）カ月以内に準確定申告書を提出しなければなりません」 

Ⅲ 「Ａさんに係る相続税の申告書の提出期限は、原則として、2021年（③ 10月22日

（金））になります。申告書の提出先は、Ａさんの（死亡時の）住所地を所轄する税務

署長です」 
 

＜解説＞ 

① 遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知ったあと遅滞なく

遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。 

② 準確定申告書は、相続人が原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日か

ら４カ月以内に提出しなければならない。 

③ Ａさんは、2020年12月22日（火）に死亡した。相続税の申告は、被相続人が死亡した

ことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっている。Ａさんに係る相続税の

申告書の提出期限は、2021年10月22日（金）となる。なお、この期限が土曜日、日曜日、

祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となる。 
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問14 正解 
 

 ① ② ③ 

○×の判定 × × ○ 
 

＜解説＞ 

① 妻Ｂさんが受け取った死亡保険金2,500万円のうち、相続税の課税価格に算入される

金額は1,000万円となる。被相続人の死亡によって取得した生命保険金等で、その保険

料を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となる。受取人が相続人である

場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限

度額を超えるときに、その超える部分が相続税の課税対象になる。 

500万円×法定相続人の数＝非課税限度額 

Ａさんの法定相続人は、妻Ｂさん、長男Ｃさん、長女Ｄさんの３人。 

500万円×３人＝1,500万円 

2,500万円－1,500万円＝1,000万円 

② 遺留分侵害額請求権は、相続の開始があったことを知った時から１年以内に行使しな

い場合、時効により消滅する。また、相続の開始があったことを知らなかった場合でも、

相続開始の時から10年を経過したときに消滅する。 

③ 孫Ｅさんは、相続税額の２割加算の対象になる。相続、遺贈や相続時精算課税に係る

贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族（代襲相続人となった孫

（直系卑属）を含む）および配偶者以外の人である場合、その人の相続税額にその相続

税額の２割に相当する金額が加算される。 

 

問15 正解 ① 7,000（万円）  ② 4,800（万円）  ③ 1,790（万円）   

④ 8,520（万円） 
 

 妻Ｂさんに係る課税価格 （① 7,000）万円 

 長男Ｃさんに係る課税価格 ２億8,000万円 

 長女Ｄさんに係る課税価格 2,000万円 

 孫Ｅさんに係る課税価格 1,000万円 

（ａ）課税価格の合計額 ３億8,000万円 

 （ｂ）遺産に係る基礎控除額 （② 4,800）万円 

課税遺産総額（（ａ）－（ｂ）） ３億3,200万円 

 

相続税の総額の基となる税額  

妻Ｂさん 4,940万円 

長男Ｃさん （③ 1,790）万円 

長女Ｄさん 1,790万円 

相続税の総額 （④ 8,520）万円 
 

  



－2級 実技試験（個人資産相談業務・2021.1.24）・解答 12－ 

＜解説＞ 

① 妻Ｂさんに係る課税価格：7,000万円 

現金および預貯金：1,000万円 

自宅（敷地330㎡）：1,000万円 

自宅（建物）  ： 500万円 

死亡保険金   ：2,500万円 うち、相続税の課税価格に算入される金額は1,000万円 

死亡退職金   ：5,000万円 うち、相続税の課税価格に算入される金額は3,500万円 

 被相続人の死亡によって取得した死亡退職金は次の算式によって計算した非課税限度

額を超えるときに、その超える部分が相続税の課税対象になる。 

500万円×法定相続人の数＝非課税限度額 

500万円×３人＝1,500万円 

 妻Ｂさんが受け取った死亡退職金5,000万円のうち、相続税の課税価格に算入される

金額は3,500万円となる。 

5,000万円－1,500万円＝3,500万円 

 したがって、妻Ｂさんに係る課税価格は7,000万円となる。 

1,000万円＋1,000万円＋500万円＋1,000万円＋3,500万円＝7,000万円 

② 遺産に係る基礎控除額：3,000万円＋600万円×３人＝4,800万円 

 妻Ｂさん、長男Ｃさん、長女Ｄさんの３人。 

③ 課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を求める。 

 相続税の総額は課税遺産総額を法定相続分で仮分割を行い、相続税の速算表に当ては

めて算出する。 

 ３億8,000万円－4,800万円＝３億3,200万円 

妻Ｂさん ：３億3,200万円×
１

２
＝１億6,600万円 

１億6,600万円×40％－1,700万円＝4,940万円 

長男Ｃさん：３億3,200万円×
１

２
×
１

２
＝8,300万円 

8,300万円×30％－700万＝1,790万円 

長女Ｄさん：３億3,200万円
１

２
×
１

２
＝8,300万円 

8,300万円×30％－700万＝1,790万円 

④ 相続税の総額 

 4,940万円＋1,790万円＋1,790万円＝8,520万円 

 

 


